
船舶事故等調査報告書 

平成２４年６月２８日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２門第６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年１１月２９日 １１時００分ごろ 

発生場所 山口県宇部市宇部港沖   

宇部港第１号灯浮標から真方位３０５°１.０海里付近 

（概位 北緯３３°５３.９′ 東経１３１°１１.５′） 

事故等調査の経過  平成２４年１月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

   

 

 

Ａ 油送船 第七太陽
たいよう

丸、９９トン 

   １３４５００、関門海運株式会社 

Ｂ 油送船  第十三関門
かんもん

丸、９９トン 

   １３５４５４、関門海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海）（履歴限定） 

Ｂ 船長Ｂ、四級海技士（航海）（履歴限定） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷錨爪割損 

Ｂ 船尾外板小凹損、船尾部甲板小凹損 

 事故等の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、油移送のため、宇部港沖で漂泊中

のＢ船に向かった。 

Ａ船は、船首を約０００°（真方位、以下同じ。）に向けているＢ船の

左舷側に接舷するため、針路約１８０°速力約３ノットで接近中、平成２

３年１１月２９日１１時００分ごろＡ船の左舷船首部とＢ船の左舷船尾部

とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、接近するＡ船との接舷作業のため

に漂泊して待機中、Ａ船と衝突した。 

 Ａ船及びＢ船は、共に浸水及び油漏れ等の異常がなかったので、予定通

り接舷して油移送作業を行ったのち、Ａ船が宇部港に、Ｂ船が関門港に向

かった。  

 気象・海象  気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

その他の事項 Ａ船は、Ｃ重油約２００ｔを積載し、喫水が船首約２.０ｍ、船尾約３.

０ｍであった。 

Ｂ船は、Ａ重油約２５０ｔを積載し、喫水が船首約２.０ｍ、船尾約３.

５ｍであった。 

Ａ船及びＢ船は、接舷予定箇所に防舷物を準備していたが、衝突箇所に

は防舷物を準備していなかった。 

船長Ａは、Ｂ船に接近する際の速力が大きかったと思った。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 



気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、宇部港沖において、漂泊中のＢ船に接

舷作業中、接近する際の速力が速かったことか

ら、Ｂ船の手前で停止できず、Ａ船の左舷船首と

Ｂ船の左舷船尾とが衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、宇部港沖において、漂泊中のＢ船に接舷作業中、接

近速力が速かったため、Ｂ船の手前で停止できず、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・接舷作業に際しては、接近速力の制御を適切に行うこと。 

 




